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電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                 平成２７年１２月１６日 

 

 

 

電波法施行規則等の一部を改正する省令案について 

（平成27年12月16日 諮問第33号） 

 

［インマルサットＢ型のサービス終了に伴う関係規定の整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （渡邊課長補佐、太田係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局衛星移動通信課 

                         （松井課長補佐、土屋主査） 

                         電話：０３－５２５３－５９０１ 
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諮問第 33号説明資料 

 

電波法施行規則等の一部を改正する省令案について 

～インマルサットＢ型のサービス終了に伴う関係規定の整備～ 

 

１ 諮問の概要  

インマルサット衛星を利用した通信 ＊は、遠洋を航海する船舶の通信手段として世界中で利用され

ている。 

このうち、インマルサットＢ型による通信サービスは、デジタル方式による電話、テレックス及

びファックスが利用可能であり、国際航海に従事する一定規模の船舶に搭載が義務づけられている

無線設備の１つでもある。 

インマルサットＢ型による通信サービスは、平成５年から提供されてきたが、小型で高速化され

たインマルサットＦサービスやインマルサットＦＢサービスなどの普及に伴い、利用者が少なくな

ってきたことから、インマルサット社（本社：英国・ロンドン）は、平成 28年 12月 31日にサービ

スを終了することとしている。 

我が国においては、総務省令でインマルサットＢ型が規定されており、今般の通信サービスの終

了に伴い、関係規定の整備を行うものである。 

 

* インマルサット静止衛星及び海岸地球局を介して、陸上又は他の船舶等との間で、電話、テレ

ックス、ファックス、データ通信を行うシステム。一般海事通信、公衆通信及び遭難時の通信等

に寄与している。 

２ 改正概要  

(１) 電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14号）  

ア 特定無線局の無線設備の規格からインマルサット携帯移動地球局のインマルサットＢ型の

無線設備を削ること。（第 15条の３関係） 

イ 義務船舶局のある船舶局に開設する船舶地球局の無線設備の条件からインマルサット船舶

地球局のインマルサットＢ型の無線設備を削ること。（第 28条、第 28条の２及び第 28条の５

関係） 

ウ 船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者による操作が必要な義務船舶局の無線設備

からインマルサットＢ型の無線設備を削ること。（第 32条の 10関係） 

エ インマルサット船舶地球局の無線設備を使用して行う遭難通信等の方法からインマルサッ

トＢ型を使用するものを削ること。（別図第２号及び別図第８号関係） 

(２) 無線設備規則（昭和 25年電波監理委員会規則第 18号） 

インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の無線設備の条件からインマ

ルサットＢ型を削ること。（第 40 条の４、第 49 条の 24、別表第１号から第３号まで、別図第１

号及び別図第４号の９関係） 

(３) 無線機器型式検定規則（昭和 36年郵政省令第 40号） 

インマルサットＢ型の無線設備を型式検定機器から削ること。（別表第１号、別表第２号、別

表第８号関係） 

３ 公布・施行期日  

平成 28年１月公布（予定）、平成 29年１月１日施行 



２ 【諮問第33号】 
電波法施行規則等の一部を改正する省令案について 

－インマルサットＢ型のサービス終了に伴う関係規定の整備－ 

インマルサットＢのサービス終了 

• インマルサットＢサービスについては、平成28年12月31日にインマルサット社*1 （本社：英国・ロンドン）
がサービスを終了することを受け、我が国のサービス提供事業者であるＫＤＤＩ株式会社も平成28年12月31
日もってサービスを終了するとしている。 

• インマルサットＢ型による通信サービスは、平成５年から提供されてきたが、小型で高速化されたインマル
サットＦサービスやインマルサットＦＢサービスなどの普及に伴い、利用者が少なくなってきている状況。 

• このような状況を踏まえて、インマルサットＢ関連の無線局の廃止又は変更手続きを円滑に進め、また、
サービス利用者に早期の対応求めるため、周知期間を勘案して本時期に関係省令の改正を行うもの。 

インマルサットＢの免許付与状況 

• 電波法施行規則、無線設備規則及び無線機器型式検定規則からインマルサットＢサービスに係る規定を削除
すること。 

• その他、所要の規定の整備を行うこと。 
• 改正省令の施行は平成29年１月１日とすること。 

平成27年12月3日現在 

改正省令等の概要 

*3 現在、GMDSS設備としてインマルサットＢを搭載している船舶はない。 

*1 インマルサットは、グローバル衛星通信ネットワークで、11基のインマルサット静止衛星を経由して音声通話、ファック
ス、電子メール、インターネット、パケット通信などの様々なサービスを提供してる。衛星システム全体は、英国ロンドン
にあるインマルサット社で一元的な管理をしているが、衛星から電波を受信して世界中の公衆電話網へ接続する役割は、
LESOと呼ばれるオペレーターが担っている。我が国ではKDDI株式会社がLESOの役割を担っている。 

*2 Global Maritime Distress and Safety System：海上における遭難及び安全に関する世界的な制度 

船舶地球局*3 携帯移動地球局 地球局 包括免許の局 実験試験局 

85 １ ２ 17 ３ 



（参考）インマルサットシステムの種類 

A型 

B型 Aero型 

M型 

BGAN型 

デジタル化
小型化 

120kg/120cm 

100kg/120cm 

小型化 

4.8kg（本体＋アンテナ）
/43×205×200mm（本体） 

13kg/50cm 

80kg/ 
84cm 

63kg/170cm  
重量/ﾚﾄﾞｰﾑ径 

C型 

アナログ 

高速化
（64kbps） 

ＩＰ化 

技術動向 船舶系 陸上系 航空系 

F型 

128kbps 

～432kbps 

(2008年2月サービス開始) 

(2007年12月31日サービス終了) 

ﾐﾆM型 

49kg/170cm 
重量/ﾚﾄﾞｰﾑ径 

車載用 

4～5.5kg/ 
50cm 

(2008年2月サービス開始) 

小型化 

デジタル化 

2.3kg/37cm 

Aero型（Swift64) 

高速化 

高速化 

ﾐﾆM型（M4） 

1kg/16cm 

小型化 10kg/ 
40cm 

144kbps～
492kbps 

～432kbps 

Fleet Broadband型 
携帯端末用 

(2005年12月サービス開始) 
(2014年3月サービス開始) 

Swift Broadband型 

64kbps 

（2006年6月にサービス開始） 

BGAN型(HighDataRate) 
650kbps～ 

高速化 

更なる高速化
(144kbps以上)

ＩＰ化 
更なる小型化 

高速化 

3.5kg/ 
約5×33×28cm 

3.7kg/ 
約5×40×29cm 

D型(IsatDataPro) 

600、1800bps 

460g/10.1×12.6×12.6cm、
4.9×12.6×12.6cm 

ハンディ型 
約270g/ 
約17×6×4cm 

(2012年8月サービス開始) 

GSPS型 

車載用 
～約3kg/  
約23×17×82cm 

※ ハンディ型 

船舶搭載用 
～約3kg/  
約27×20×10cm 

音声通話/ 

データ通信(2.4kbps) 

2016.12.31 
サービス終了 

2016.12.31 
サービス終了 

B型 

３ 



                                     資料２  

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                 平成２７年１２月１６日 

 

 

 

周波数割当計画の一部を変更する告示案について 

（平成27年12月16日 諮問第34号） 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （渡邊課長補佐、太田係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波政策課 

                         （星野周波数調整官、西森係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８７５ 
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諮問第 34号説明資料 

 

周波数割当計画の一部を変更する告示案について 

 

 

１ 諮問の概要  
 

インマルサット衛星を利用した通信 ＊は、遠洋を航海する船舶の通信手段として世

界中で利用されている。 

このうち、インマルサットＢ型による通信サービスは、デジタル方式による電話、

テレックス及びファックスが利用可能であり、国際航海に従事する一定規模の船舶に

搭載が義務付けられている無線設備の１つでもある。 

インマルサットＢ型による通信サービスは、平成５年から提供されてきたが、新し

い技術であるインマルサット BGAN 型等が普及してきたことや、利用者が少なくなっ

てきたことから、インマルサット社（本社：英国・ロンドン）は、平成 28年 12月 31

日にサービスを終了することとしている。 

このような状況を踏まえ、周波数割当計画を変更してインマルサットＢ型の無線局

に割当可能性のある周波数に平成 28 年 12 月 31 日までとする使用期限を定めるもの

である。 

 

* インマルサット静止衛星及び海岸地球局を介して、陸上又は他の船舶等との間で、電話、

テレックス、ファックス、データ通信を行うシステム。一般海事通信、公衆通信及び遭

難時の通信等に寄与している。 

 
 
２ 改正概要  
 

別表４の２に定めるインマルサットＢ型の無線設備の機器を施設する船舶地球局

及び携帯移動地球局の周波数の使用期限を、平成 28年 12月 31日までとする。 

 
 
３ 施行期日  
 

答申受領後、速やかに周波数割当計画を変更する。 



周波数割当計画の一部を変更する告示案について 
【参考資料】 

概要 

変更内容 
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【変更後】 【変更前】 
別表４ 船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表 

送信周波数 受信周波数 

1626.5MHzから1646.5MHz
までの周波数帯 

1525MHzから1545MHzまで
の周波数帯 

インマルサットＢ型のサービス終了に伴い、インマルサットＢ型の無線設備の機器を施設する船舶地球局及び携帯
移動地球局の周波数の使用期限を 

平成28年12月31日まで と定める 

２ インマルサットＢ型の無線設備の機器を施設 
 する船舶地球局及び携帯移動地球局 

別表４ 船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表 

送信周波数 受信周波数 

1626.5MHzから1646.5MHz
までの周波数帯 

1525MHzから1545MHzまで
の周波数帯 

２ インマルサットＢ型の無線設備の機器を施設 
 する船舶地球局及び携帯移動地球局（平成28
年12月31日までに限る。） 



                                     資料３  

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                 平成２７年１２月１６日 

 

 

 

99MHzを超え108MHz以下の周波数を使用する 
移動受信用地上基幹放送の業務の認定について 

（平成27年12月16日 諮問第35号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （渡邊課長補佐、太田係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省情報流通行政局地上放送課 

                         （藤原課長補佐、高橋主査） 

                         電話：０３－５２５３－５７３７ 
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諮問第 35号説明資料 

 

99MHzを超え 108MHz 以下の周波数を使用する 

移動受信用地上基幹放送の業務の認定について 

～近畿広域圏～ 
 

１ これまでの経緯 

平成 25年 12 月に、地上テレビジョン放送のデジタル化に伴い利用可能となった

周波数帯の一部（99MHz～108MHz）を使用し、地方ブロックを放送対象地域とした

移動受信用地上基幹放送（以下「V-Low マルチメディア放送」という。）に関する

制度整備を行った。 

平成 26 年７月には V-Low マルチメディア放送の特定基地局に係る株式会社 VIP

の開設計画を認定し、平成 27 年 11 月には九州・沖縄広域圏において、平成 27 年

12 月には関東・甲信越広域圏において、それぞれ移動受信用地上基幹放送の業務

の認定を行った。 

近畿広域圏においては、平成 27年 10月に V-Low マルチメディア放送の親局予備

免許を交付し、業務認定について、同年 10月１日から同年 11月２日まで申請を受

け付けたところ、大阪マルチメディア放送株式会社から、合計６セグメント

（Channel-Lo （３セグメント）及び Channel-V（３セグメント））の申請があった。 

 

２ 申請概要 

別紙１のとおり。 

 

３ 審査の概要 

大阪マルチメディア放送株式会社の V-Low マルチメディア放送の業務について、

全ての申請は、 

①放送法（昭和 25 年法律第 132号）第 93条第１項 

②基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基

準の特例に関する省令（平成 27 年総務省令第 26 号）第８条 

③基幹放送普及計画（昭和 63年郵政省告示第 660号）第２ 

④放送法関係審査基準（平成 23 年総務省訓令第 30号）第 10条の３及び別紙２ 

の各規定に適合するものであり、申請のとおり認定を行うことが適当であると認め

られる。 

なお、いずれの申請においても、希望する周波数に関する優先順位の設定はなか

ったことから、放送法第 94 条第１項の規定に基づく３セグメント形式の OFDMフレ

ームの中央の周波数の指定については、Channel-Lo を 104.142857MHz、Channel-V

を 105.428571MHzとする（別紙２参照）。 

 

（注）Channel-Lo及び Channel-Vは、申請者による呼称である。 
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別紙１ 

 

 

申請概要 

放送対象地域 近畿広域圏 

申請者名 大阪マルチメディア放送株式会社 

代表者名 代表取締役社長  石井 博之（いしい ひろゆき） 

会社設立 平成 21年 10月７日 

資本金 4.1億円 

主要株主（※） 
BIC株式会社、株式会社ジャパンエフエムネットワーク、 

株式会社エフエム大阪、DXアンテナ株式会社 

 Channel-Lo Channel-V 

使用する OFDMフ

レーム及びセグメ

ント数 

３セグメント形式の OFDMフレーム 

３セグメント 

３セグメント形式の OFDMフレーム 

３セグメント 

番組数 ３番組 ５番組（うち１番組は左と重複） 

番組名 

（仮称） 

TOKYO SMARTCAST チャンネル 

CREATOR’S チャンネル 

KANSAIチャンネル 

Amanekチャンネル 

 MUSIC SELECTチャンネル（the classic） 

 MUSIC SELECTチャンネル（the jazz） 

 MUSIC SELECTチャンネル（the sound） 

KANSAIチャンネル 

有料放送の有無 無 無 

 

※：主要株主は、議決権の比率が１０％未満のものについては、掲載を省略。 
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別紙２ 

 

地方ブロック向け V-Lowマルチメディア放送におけるセグメント利用のイメージ 

○ 99MHzを超え 108MHz以下の周波数帯のうち、近畿広域圏において使用できる周波数は、103.5MHzを超え 108MHz以下としている。 

○ V-Lowマルチメディア放送のソフト事業者の募集に当たっては、三の３セグメント形式の OFDMフレームを設定している。 

○ 一のソフト事業者が申請できるセグメント数は、一の放送対象地域において、最大で６セグメントとしている。 

 

 

 

 

 

北海道 未募集

東北 未募集

関東・甲信越

東海・北陸 未募集

近畿

中国・四国 未募集

九州・沖縄

１セグメント ３セグメント形式のOFDMフレーム

東京マルチメディア放送（株）

Channel-Lo Channel-V 空き

Channel-Lo Channel-V 空き

Channel-Lo Channel-V 空き

九州・沖縄マルチメディア放送（株）

大阪マルチメディア放送（株）

 

 

 



4 

参考 

 

大阪マルチメディア放送（株）の放送番組の主な内容 

 Channel-Lo Channel-V 

リアルタイム型放送番組 

音楽、エンターテインメント、ドラマ、バラエティ、

スポーツ、文化教養、教育、ニュース、天気、交通

情報、安心・安全情報、簡易動画（ショートムービ

ー、アニメ等）、番組連動情報（楽曲名、アーティ

スト名、ライブテキスト等） 

音楽、エンターテインメント、ドラマ、バラエティ、

スポーツ、文化教養、教育、ニュース、天気、交通

情報、安心・安全情報、ＴＴＳ（Text to Speech）

用データ（地域交通情報、ドライブ情報、地域情報

等） 

蓄積型放送番組 

音楽配信データ、ゲーム配信データ、クーポン・電

子チラシデータ、制御用データ、デジタルサイネー

ジ用データ、安心・安全情報等 

リアルタイム型放送番組と連動するデータ放送（テ

キスト・画像・映像・リンク情報等）、交通情報、

安心・安全情報、デジタルサイネージ用データ、テ

レマティクス情報、駐車場満空情報データ 
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